
文教警察委員会会議記録

文教警察委員長 元吉 俊博

１ 日 時

平成２９年１２月７日（木） 午前１０時４１分から

午前１１時５６分まで

２ 場 所

第６委員会室

３ 出席した委員の氏名

元吉俊博、吉冨英三郎、森誠一、鴛海豊、阿部英仁、藤田正道、馬場林

４ 欠席した委員の氏名

な し

５ 出席した委員外議員の氏名

麻生栄作、大友栄二、堤栄三

６ 出席した執行部関係者の職・氏名

教育長 工藤利明、警察本部長 太刀川浩一 ほか関係者

７ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

８ 会議の概要及び結果

（１）第１２６号議案については、可決すべきものと全会一致をもって決定した。

（２）第１０８号議案については可決すべきものと総務企画委員会に回答することを、第１２

０号議案については可決すべきものと土木建築委員会に回答することを、いずれも全会一

致をもって決定した。

（３）大分県迷惑行為防止条例の改正案に関する県民意見募集結果について、大分東警察署新

築工事の状況と今後の予定について及び第三次大分県特別支援教育推進計画（案）につい

てなど、執行部から報告を受けた。

（４）閉会中の継続調査について、所定の手続を取ることとした。

（５）県内所管事務調査を実施することを決定した。

（６）県外所管事務調査の行程を決定した。

９ その他必要な事項

な し

１０ 担当書記

議事課委員会班 主任 木付浩介

政策調査課調査広報班 主査 後藤仁美



文教警察委員会次第

日時：平成２９年１２月７日（木）１０：１５～

場所：第６委員会室

１ 開 会

２ 警察本部関係 １０：１５～１０：４５

（１）諸般の報告

①大分県迷惑行為防止条例の改正案に対する県民意見募集結果について

②大分東警察署新築工事の状況と今後の予定について

（２）その他

３ 教育委員会関係 １０：４５～１２：１５

（１）合議案件の審査

第１２０号議案 公の施設の指定管理者の指定について

第１０８号議案 職員の給与に関する条例等の一部改正について

（２）付託案件の審査

第１２６号議案 大分県立学校の設置に関する条例の一部改正について

（３）諸般の報告

①平成２８年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」結

果（速報値）について

②第三次大分県特別支援教育推進計画（案）について

③竹田高校剣道部住民訴訟について

④大分県公立学校教員育成指標の策定について

（４）その他

４ 協議事項 １２：１５～１２：２０

（１）閉会中の継続調査について

（２）県内所管事務調査について

（３）県外所管事務調査について

（４）その他

５ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

元吉委員長 ちょっと時間が下がりましたが、

ただ今から文教警察委員会を開きます。

また、本日は委員外議員として麻生議員、

大友議員、堤議員に出席いただいております。

委員外議員の方が発言を希望する場合は、

委員の質疑の終了後に挙手し、私から指名を

受けた後、長時間にわたらないよう要点を簡

潔に発言をお願いします。

本日審査いただく案件は、今回付託を受け

ました議案１件及びほかの委員会から合い議

のあった議案２件であります。

この際、案件全部を一括議題とし、これよ

り警察本部関係の審査を行います。

まず、１０月４日付けで太刀川警察本部長

が就任しておりますので、改めて御挨拶をお

願いいたします。

太刀川警察本部長 おはようございます。１

０月４日付けで大分県警察本部長に着任いた

しました太刀川でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。

元吉委員長を始め、委員の皆様には警察業

務の各般にわたって御指導と御協力を賜って

おりまして、誠にありがとうございます。

県警察では、今、県民とともに歩む力強い

警察という運営方針を掲げ、治安を取り巻く

諸課題に取り組んでいるところでございます。

その現下の治安情勢についてでございますけ

れども、刑法犯認知件数は減少傾向を維持し

ているものの、特殊詐欺被害や交通事故死者

は増勢にあります。また、来年の国民文化祭

や再来年のラグビーワールドカップ、これに

備えた警備諸対策を始め、近年頻発の傾向に

あります豪雨や地震等の災害への備え、不正

アクセスなどのサイバー犯罪対策、凶悪事件

に発展するおそれのある子ども、女性に対す

る声掛け、ＤＶ、ストーカー事案対策、更に

は山口組の分裂に伴う暴力団同士の抗争への

警戒など、県警察が取り組むべき課題は山積

しております。

おとといの一般質問に際しても申し上げま

したけれども、このような情勢下で不祥事案

が続発し、先般も警察職員による条例違反が

発生したことは誠に申し訳ないことと存じて

おります。今後はその絶無を期するとともに、

職員一人一人が旺盛な士気の下、しっかりと

その任務を全うすることで、県民の皆様の信

頼と協力を得ながら成果を上げ、日本一安全

な大分の実現に向けて、組織一丸となって取

り組んでいく所存でございます。

委員の皆様方におかれては、引き続き県警

察、その業務への特段の御指導と御支援を賜

りますようよろしくお願い申し上げます。

元吉委員長 先ほど、不祥事の件もございま

して、本部長始め幹部職員の皆さん方と突っ

込んだいろんな議論、意見も交わさせていた

だいたところでございました。多くの県警職

員の皆さんがしっかり本当に現場でやってい

ただいておる中で、ほんの一部の不祥事が全

体の足を引っ張るというようなことでありま

して、是非末端署員に至るまで徹底した綱紀

粛正をお願いしてまいったところでございま

す。その点、本部長１人の力ではどうしよう

もございませんので、幹部の皆さん、また出

先、署の皆さん方の全体の力で再出発をして

いただきますことを切にお願いするところで

ございます。

それでは、次第に沿って委員会を進めます。

今回、警察本部関係の議案はありませんが、

執行部より報告をしたい旨の申出がありまし

たので、これを許します。

江熊生活安全部長 文教警察委員会資料の１

ページを御覧ください。

９月の常任委員会で御報告しました大分県

迷惑行為防止条例の一部改正案について、県

民意見募集手続が終了しましたので、県民か

ら寄せられた意見や県警の対応等について御
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報告いたします。

まず、１の改正概要について簡単に御説明

します。

（１）の卑わいな行為の禁止関係ですが、

下着等を盗撮する目的で写真機等を下着等に

向ける・設置する行為を禁止します。こうし

た行為も一連の盗撮行為の態様として整備し、

規制するものです。また、盗撮の規制場所と

してこれまで規制されていなかった公共の場

所以外の場所等、例えば会社の事務所や学校

の教室、塾、タクシーや貸切りバス等も規制

場所に加えます。

次に（２）の嫌がらせ行為の禁止関係です

が、住居等の付近をみだりにうろつく行為や

ＳＮＳ、ブログ利用の嫌がらせ行為も禁止行

為の態様として追加します。

最後に（３）の罰則（条例第１１条）関係

ですが、条例第１０条の嫌がらせ行為につい

て、常習者への罰則規定を設けます。

次に２ですが、パブリックコメントの結果、

６名の方から１５件の御意見が寄せられまし

た。

次に３の意見の概要ですが、改正内容に対

しては、全て賛成意見を頂いています。

特に、１５件中９件は盗撮に関する意見で、

スマートフォンの普及等に伴い、県民の盗撮

に対する不安の声や規制強化・厳罰化を求め

る声など、盗撮に対する厳しい姿勢が多く寄

せられています。

次に４の意見の要旨です。詳細は別途一覧

表のとおりですが、幾つか抜粋して御報告し

ます。

まず、（１）の卑わいな行為の禁止関係で

す。

「再犯率が高いと言われる盗撮において、

画像が残っていないから処罰できないという

のは考えられない。盗撮から性犯罪へ移行す

ることも否めないから、写真機等を向ける行

為から禁止すべき」、「下着や裸を盗撮する

ことに許される場所と許されない場所がある

ことに驚いた。場所に関係なく盗撮を厳しく

禁止すべき」、「常習者に重い罰則を科して

凶悪事件への発展を防止するのであれば最大

限重い罰則にすべき。盗撮等の迷惑行為、ひ

いては性犯罪への助長を防ぐためにも厳罰化

が必要」、「ストーカーの被害に遭ったこと

があり、自宅周辺をうろつかれたりした。自

宅で浴室などをのぞかれたり盗撮されたりす

るのが心配で怖かった。このような行為を防

止するためにも是非厳罰化が必要」、「画像

が１度ネット上で拡散されると削除できない

ためとても怖い」などの声が寄せられていま

す。

盗撮の未然防止や再犯防止の観点からも、

全体的に盗撮に対する規制強化や厳罰化を求

める声が多くなっています。

その他、「盗撮に気付かない人が大部分な

ので盗撮をどうやって見つけるかが問題」等

の意見もありました。

次に、（２）嫌がらせ行為の禁止関係です。

「反復して住居等の付近をみだりにうろつ

く行為を追加してもよいと思う。反復してい

ない場合でも警察の事前警告があってもよ

い」、「ＳＮＳを用いた被害の話をよく聞く。

こうした事案に対応するためにも改正は必要

であると思う」など賛成意見が寄せられてい

ます。

事前警告の話もありますが、条例はまず規

制することによって予防することが目的です

ので、警察で事案を認知した場合、必要によ

り早期警告を行い、被害の拡大防止や再発防

止を図っていきます。

ＳＮＳやブログを利用した嫌がらせ行為に

ついても、若者を中心に学校でのトラブルや

ネット上のトラブルから、こうした嫌がらせ

行為に関する相談が多数寄せられており、条

例改正を機に周知・啓発していき、予防につ

なげていきます。

最後に（３）罰則関係ですが、これについ

ても「他県と同等の罰則規定が望ましく改正

案で十分」、「常習者が出ることが問題なの

で、初犯から厳しくすべきと考える」などの

意見を頂いております。

嫌がらせ行為の常習性の罰則規定は既に３
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６都道府県で規定されていますので、本県で

も同程度の規定を設け、未然防止や凶悪事件

への発展防止に努めてまいります。

最後に、５の意見に対する対応であります。

今回、県民から寄せられた意見で、特に盗

撮に関して、住居に対する盗撮への不安や場

所に関係なく盗撮を厳しく禁止すべきこと、

性犯罪への発展防止に向けた厳罰化など、厳

しい声が寄せられています。

県民意見募集で提示した改正案では、会社

や学校の便所・更衣室、住居等が規制場所の

対象外でありました。

今回の県民の声を受け、こうした場所に対

しても条例で盗撮を規制する方向で検討を行

い、女性や子どもの安全につなげていきます。

以上で、条例改正に伴う県民意見募集結果

について、御説明を終わります。

元吉委員長 説明いただきましたが、質疑、

御意見等はございませんか。

堤委員外議員 前から気になって、委員外議

員で発言してきたんやけど、向ける行為を基

本的に罰しましょうということなんだけれど

も、えん罪の問題がどうかと非常に危惧され

るんですよ。誰もいないところで、夜、防犯

カメラがないような場合、写真機を向けまし

たと、本人が訴えましたと。それも証拠とし

ては何もないじゃないですか、向けたという

行為が本人が言うだけなんだから。そこら辺

のえん罪を防止するための対策というのはど

う考えればいいんですかね。

江熊生活安全部長 もちろんそれが本人と被

害者と言いますか、２人だけとなりますと、

それは立証がもう困難な話であります。です

ので、そのときに向けただけかもしれません

けど、本人になぜそこでカメラを持っていた

とか、いろんなほかの周りの状況から本人に

いろいろ尋ねていって、それで本人が何かを

話して、その話した内容がきちんと後で立証

されると、そういったことから詰めて捜査を

していく必要があろうかと思いますけど、こ

っちの意見だけで本人を罰していくというこ

とはまず無理だと。検察庁に送ったとしても、

それは無理だと思います。

堤委員外議員 一番心配するのは、痴漢えん

罪事件で、何も証拠がないと。本人だけの言

い分で、それが検挙されれば、結局加害者が

仕事を失ってしまうとか、そういうことにな

って本当何年も苦労されている人というのは

結構えん罪事件でいるんですよね。だから、

そういうことが是非ないように、今回の迷惑

行為防止条例については本当に厳正な立場で

臨んでいただきたいと、それは切に願いたい

と思います。

元吉委員長 ほかに御質疑等もないようです

ので、次の報告をお願いします。

加門警務部長 現在建設中の大分東警察署新

築工事の状況と、今後の予定について御報告

いたします。６ページを御覧ください。

１の工事の状況と新庁舎の概要であります

が、（１）の工事の状況につきましては、工

事は順調に進んでおり、１１月末現在で全体

の９０％が完成しております。

庁舎は、躯体がほぼ完成し、現在は内装の

仕上げ工事を進めている状況です。

また、外構は、車庫などの附属棟がほぼ完

成いたしまして、１２月中旬頃から、敷地内

の舗装工事に入る予定となっております。

現在の状況は、資料の７ページに写真を付

けております。

（２）の新庁舎の概要につきまして、御説

明いたします。

庁舎は鉄筋コンクリート造り４階建て、延

べ床面積は約４，２８８平方メートル、これ

は現庁舎の約２倍となります。

敷地は、大分市鶴崎の旧住友化学大分工場

所有地で、面積は現在より若干広い約６，２

００平方メートルとなっております。

建設費は、設備工事も含め約１３億１，４

００万円であります。

新庁舎の特徴といたしましては、まず防災

対策として、津波浸水被害の想定外の場所に

移転し、震度７程度の耐震強度を確保したほ

か、非常用発電機を４階に設置し、被災時に

も電源を確保できるよう備えています。
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省エネ対策では、ＬＥＤ型照明器具やペア

ガラスの採用はもちろん、空調効率を向上さ

せ、外部からの視線も遮断するルーバーを外

壁面に設置しております。

また、積極的に県産材の活用もしておりま

して、各受付カウンターに日田市の杉を、道

場の壁には日田市のヒノキを使用しているほ

か、正面玄関の床には、大分市の吉野石を使

っております。

そのほかには、休憩室など女性用施設の充

実や各課ごとに会議室や倉庫を設けるなど、

職員が働きやすい環境に配慮しております。

次に、２の今後のスケジュールであります

が、完成・引渡しは、当初の予定どおり来年

１月３１日となる見込みであります。

その後、新庁舎への移転は２月１０日、１

１日の土日に行い、振替休日となる翌１２日

の月曜日、午前９時に開署する予定でありま

す。

また、しゅん工式は、２月２２日の木曜日、

午前１１時開式の予定で現在準備を進めてお

ります。

しゅん工式には、文教警察委員の皆様のほ

か、県知事や県議会議長、大分市長など、約

８０名の方へ案内状をお送りする予定にして

おり、年明け早々に発送できるよう準備を進

めております。御出席を賜りますようお願い

申し上げます。

元吉委員長 説明を受けましたが、質疑等は

ございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

元吉委員長 別に御質疑もないようでござい

ますので、これで諸般の報告を終わります。

この際、何かございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

元吉委員長 別にないようですので、これを

もちまして警察本部関係の審査を終わりたい

と思います。

執行部の皆さんはお疲れさまでした。

続いて、教育委員会が入室しますので少々

お待ちください。

〔警察本部退室、教育委員会入室〕

元吉委員長 これより教育委員会関係の審査

に入ります。

また、本日は委員外議員として麻生議員、

大友議員、堤議員に出席いただいております。

まず、合い議議案の審査を行います。

議案番号は前後しますが、初めに土木建築

委員会から合い議のありました第１２０号議

案公の施設の指定管理者の指定についてのう

ち、教育委員会関係部分について、執行部の

説明を求めます。

工藤教育長 初めに私から一言御挨拶を申し

上げます。

皆様方には日頃から教育行政の推進に御尽

力をいただいておりますことに改めて感謝申

し上げます。本日の委員会では、議案３件、

諸般の報告４件について説明、報告させてい

ただきます。各事項はそれぞれ担当課長から

説明申し上げますので、どうぞよろしくお願

いいたします。

井上体育保健課長 議案書の７６ページをお

開きください。

第１２０号議案公の施設の指定管理者の指

定についての教育委員会に関係する部分を御

説明します。

この議案は、その２にありますように、大

洲総合運動公園と県立総合体育館の管理を行

わせる指定管理者を指定するものでございま

す。

説明資料の１ページを御覧ください。

教育委員会が所管する県立総合体育館につ

きましては、土木建築部が所管する大洲総合

運動公園と一体的に管理しており、今年度末

に指定管理者の更新を迎えます。

指定管理者の選定及び指定期間につきまし

ては、公募を原則としておりますが、県立総

合体育館は平成３２年４月に大分市に移管す

る予定となっていることから、県の規定では

移管が決まっている施設については任意指定

ができることになっております。

指定期間につきましては、大分市に移管す
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るまでの平成３０年４月から平成３２年の３

月までの２年間でございます。

指定団体につきましては、現在のファビル

ス・プランニング大分共同事業体を任意指定

したいと考えております。

基準価格でございますが、これまでの実績

に基づき算定した委託料の上限価格を定めた

もので、２億７，９２０万８千円になってお

ります。

次に、提案価格でございますが、これは事

業者からの提案のあったもので、２年間の合

計は２億７，８７０万円で、基準価格を５０

万８千円下回っております。

最後に、選定理由でございますが、指定期

間が２年間であるため、安定した施設の運営

が可能である現指定管理者を引き続き選定し

たところでございます。

元吉委員長 以上で説明は終わりましたが、

質疑等はございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

元吉委員長 別に御質疑等もないのでこれよ

り採決いたします。

本案のうち本委員会関係部分については、

原案のとおり可決すべきものと土木建築委員

会に回答することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

元吉委員長 異議がないので、本案のうち本

委員会関係部分については、原案のとおり可

決すべきものと土木建築委員会に回答するこ

とに決定いたしました。

次に、総務企画委員会から合い議のありま

した第１０８号議案職員の給与に関する条例

等の一部改正についてのうち、教育委員会関

係部分について、執行部の説明を求めます。

法華津教育人事課長 それでは、議案書の１

２ページをお開きください。

第１０８号議案職員の給与に関する条例等

の一部改正についてのうち、本委員会合い議

分について御説明いたします。

議案書の４２ページをお開きください。

第１２条学校職員の特殊勤務手当支給条例

の一部改正についてであります。

本条は国の義務教育費国庫負担金の見直し

に伴い、教員の特殊勤務手当のうち、修学旅

行等引率指導業務手当や部活動手当等につい

て、所要の改正を行うものであります。

内容等につきましては、説明資料の２ペー

ジを御覧ください。

まず、１の改正の理由でございます。

（１）国の教員給与の見直しにありますと

おり、教員給与につきましては、第２期教育

振興基本計画を踏まえ、国は平成２９年度予

算におきまして、義務教育費国庫負担金を見

直し、教員の特殊勤務手当のうち、教員特殊

業務手当の増額措置を講じております。

今回、（２）本県の対応にありますとおり、

国の予算措置や人事委員会の報告等を踏まえ、

教員特殊業務手当額の改正を行うものであり

ます。

次に、２の改正の内容でございます。

改正する教員特殊業務手当は３種類ござい

ます。①の修学旅行等において生徒を引率し

指導業務を行う修学旅行等引率指導業務手当、

②対外運動競技等において生徒を引率し指導

業務を行う対外運動競技等引率指導業務手当、

③の部活動における生徒に対する指導業務を

行う部活動手当について、国の予算措置に準

じ、それぞれ現行の手当額を増額するもので

あります。

なお、条例の施行期日は、平成３０年４月

１日を予定しております。

元吉委員長 説明は終わりましたが質疑、御

意見はありませんか。

阿部委員 部活動手当を教育委員会規則で規

定というのは、多分、１か月、例えば、３０

日とか３１日間でという規則になっていると

思うんだけど、土日、祭日とかは入らないの。

法華津教育人事課長 部活動手当につきまし

ては、休日とか週休日に部活動指導を行った

場合に支給されるものであります。具体的に

言いますと、２時間から４時間部活動業務に

従事した者については、現行１，４００円を

規則で１，８００円に、４時間から６時間に

ついては３千円を３，６００円に、６時間以



- 6 -

上については４千円を４，８００円に引き上

げたいと考えております。

阿部委員 それは教育委員会規則で定めてい

るわけよね。後でいいから、規則を見せてく

れんかな。（「はい」と言う者あり）

鴛海委員 特殊勤務手当の位置付けなんです

けれども、これは、私も初めてなのでわから

んのですが、他県でもこういう趣旨の手当を

特殊勤務手当にされているのかどうかという

ことと、一般的に言えば、危険、不健康だと

か、そういうものについて出すのが特殊勤務

手当だと認識しているんですけど、この辺の

実態が他県と整合性があるのかどうかお尋ね

します。

法華津教育人事課長 特殊勤務手当につきま

しては、著しく危険、不快、不健康又は困難

な勤務、その他の著しく特殊な勤務で、給与

上特別の考慮を必要とし、その特殊性を給料

月額及び給料の調整額で考慮することが適当

でないと認められるものが対象となっており

まして、本県の特殊勤務手当につきましては、

１度大幅な見直しを行いまして、国や他県に

ない手当は既に廃止をしているところでござ

います。

元吉委員長 ほかに質疑もないようでありま

すので、これより採決いたします。

本案のうち本委員会関係部分については、

原案のとおり可決すべきものと総務企画委員

会に回答することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

元吉委員長 御異議がないので、本案のうち

本委員会関係部分については、原案のとおり

可決すべきものと総務企画委員会に回答する

ことに決定いたしました。

以上で合い議議案の審査を終わります。

次に、付託議案の審査を行います。

第１２６号議案大分県立学校の設置に関す

る条例の一部改正について、執行部の説明を

求めます。

森﨑教育財務課長 議案書の８３ページをお

開きください。

第１２６号議案大分県立学校の設置に関す

る条例の一部改正について、御説明いたしま

す。

本議案は、議案の最後の理由にございます

ように、住居表示の実施に伴い、県立大分南

高等学校の位置の表示を変更する必要がある

ので、条例別表について大分市大字中判田２，

３７３番地１を大分市判田台南１丁目１番１

号と改めるものです。

施行期日については、附則にございますよ

うに、住居表示の実施日であります平成３０

年１月６日としております。

元吉委員長 説明は終わりましたが、質疑は

別にございませんね。

〔「なし」と言う者あり〕

元吉委員長 それでは質疑もないので、採決

いたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決

することに、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

元吉委員長 御異議がないので、本案は原案

のとおり可決すべきものと決定いたしました。

以上で付託議案の審査を終わります。

次に、執行部より報告をしたい旨の申出が

ありましたので、これを許します。

まず、次第の①の報告をお願いします。

宗岡学校安全・安心支援課長 それでは、私

からは平成２８年度児童生徒の問題行動・不

登校等生徒指導上の諸課題に関する調査の結

果について御報告いたします。

説明資料の３ページをお開きください。

調査対象期間は、平成２８年４月１日から

平成２９年３月３１日までで、対象は国公私

立学校でございます。

まず、２の暴力行為について御説明します。

暴力行為の発生件数は、小・中・高等学校

合わせて３１６件で前年度の２８８件より２

８件増加いたしました。

（２）の発生状況は、対教師暴力が３３件、

生徒間暴力が１８０件、対人暴力が１０件、

器物損壊が９３件です。状況としましては、

自分本位の考え方や友人とのふざけ合いから

暴力行為に至った事案や、注意されたことに
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腹を立てて暴力行為を行うなど、特に器物損

壊の事案が増加しました。

次に、３のいじめについて御説明します。

（１）いじめの認知件数ですが、小・中・

高・特別支援学校合わせて３，７０６件で、

昨年度の３，７７７件より７１件の減少とな

りました。児童生徒千人当たりの認知件数は

２９．７件で、これは昨年度より０．２ポイ

ントの減少ですが、全国平均の２３．９件を

上回っております。

また、（２）認知したいじめのうち解消し

ているものは３，２６４件で、解消率は８８．

１％となっており、昨年度より３．４％の増

加となりました。

認知件数の高止まり状況は、重く受け止め

ておりますが、一方で、いじめは見えにくい

傾向にあるにもかかわらず、学校現場の先生

方が初期段階のものも含めて早期発見に積極

的に努めている成果とも捉えています。また、

解消率は増加したものの、依然１割を超える

児童生徒が解決に向け取組中であり大きな課

題と認識しています。

次に４の小中学校における不登校について

御説明します。

（１）の不登校の状況ですが、小中学校の

不登校児童生徒数は１，２３３人であり、昨

年度の１，１９４人より３９人増加いたしま

した。千人当たりの不登校児童生徒数は全国

と同じく１３．５人で、昨年度の１３．０人

より０．５人増加しました。

説明資料の４ページを御覧ください。

（２）として、今年度から調査項目に加え

られた９０日以上欠席している児童生徒数は

７０６人で、全体の５７．３％を占めていま

す。

（３）の不登校の要因については、２８年

度は、表の右から２番目にある家庭に係る状

況が３４．１％で最も多く、次いで表の中ほ

どの学業不振が２９．４％、その二つ左の欄

のいじめを除く友人関係をめぐる問題が２７．

２％となっています。

（４）不登校児童生徒への指導結果状況、

いわゆる復帰した児童生徒数ですが、４５４

人で、全不登校児童生徒のうち３６．８％と

なり、全国の２８．１％を８．７％上回って

おります。

授業改善や学級集団づくり、スクール・カ

ウンセラーやスクール・ソーシャルワーカー

を活用した教育相談の充実、家庭環境への対

応の取組が引き続き重要と考えております。

資料の５ページをお開きください。

５の高等学校における不登校、中途退学に

ついて御説明いたします。

（１）高等学校の不登校生徒数は５９５人

で、昨年度の６８１人より８６人減少いたし

ました。千人当たりは１９．０人であり、昨

年度の２１．４人から２．４人減少しました。

また、（２）の高等学校の中途退学者数は

４６０人で、昨年度の５３６人より７６人減

少しました。千人当たりの中途退学者は１４．

０人で、昨年度の１６．０人から２．０人減

少しました。

不登校の数が減少した理由を（３）の不登

校の要因で見てみますと、平成２８年度は表

の一番右側にある「左記に該当なし」という

項目が、これは小中の調査も同様ですけれど

も、新たに追加されましたが、表中ほどの学

業の不振と右から２番目の家庭に係る状況で

大きく減少したことが一因と考えております。

最後に、（４）高等学校における中途退学

の理由ですが、平成２８年度の中途退学者が

減少した理由として、学業不振と進路変更を

理由とした中途退学者数が減少したことが大

きな要因と考えています。

資料の６ページを御覧ください。

６の不登校対策の取組について御説明いた

します。

今年度から新たに（１）不登校児童生徒支

援体制整備事業に取り組んでおります。

そこにア、イ、ウと３点記載しております

けれども、ウの教育支援センター合同宿泊体

験活動について御説明します。

これは県下の教育支援センターに通級して

いる児童生徒が合同で自然の中での集団活動



- 8 -

や宿泊体験を行うものであります。

第１回は９月に香々地青少年の家で実施し、

参加者は県と国東市のセンターに通う子ども

たちでした。子どもたちからは「きずなが深

まった」、「みんなと協力できて楽しかっ

た」、「知らない友達と仲良くなれた」との

感想を頂いております。第２回は来年１月に

九重青少年の家を中心にスキー体験などを実

施する予定でございます。

（２）地域不登校防止推進教員配置事業で

す。今年度、不登校未然防止と支援を目的に

全県に中学校１９名、小学校３名、計２２名

を配置しています。

これまでの取組により、中学校における不

登校生徒数の減少などに一定の成果を上げて

おります。来年度からは、配置校やその地域

での不登校対策に加え、いじめ、貧困対策を

推進することとしまして、新たな役割として、

スクール・カウンセラーやスクール・ソーシ

ャルワーカーとの調整、小中の連携などに当

たることとしております。

元吉委員長 以上で説明は終わりましたが、

質疑等はございませんか。

阿部委員 大変詳細に調べて報告いただいて

います。この図だけ見れば２７年度、２８年

度対比で言っていただいているんですけど、

これだけ詳細に調べれば、原因をそういうこ

とが起こっている小中学校、高等学校にバッ

クしておるとは思うんです。それに対する努

力の成果はそれなりに出ているんじゃないか

なと思いますが、この暴力行為というものは

その都度、その都度いろんなことであるでし

ょうけど、例えば、いじめだとか不登校とか

については、何らかのやはり努力によっては

解消していくと思うんです。これは２７年度

もやったんでしょうけど、それぞれの学校の

こういう数字というのは、それは学校から報

告があってこの数字が出ているの。その上で

今度、それぞれの学校に対してはどうやって

いるわけ。

宗岡学校安全・安心支援課長 小中学校につ

きましては、市町村の教育委員会、それから

教育事務所の生徒指導の担当者を集め会議を

もちまして、この内容を報告しておりますし、

県立学校はそれぞれの学校の生徒指導主任を

集めまして調査結果を報告しております。私

学につきましては、私学振興・青少年課が私

学にバックをして、そして課題のあるところ、

それから今後取り組むべき内容について説明

をし、指導しているところでございます。

阿部委員 高等学校は直接県の教育委員会か

ら下りるわけなんで、そういう点では小中学

校と高校とを対比をしたときに若干の効果が

出ているのかなという感じはするんですが、

そういうことがありますよということも含め

て、教育委員会が窓口であるならばやっぱり

下ろしていかないと、やはり高校で効果が出

ているということは、まさにそこが一つの事

柄でしょうから、教育委員会によってもいろ

んな温度差があるでしょうから、そこのとこ

ろも是非高等学校と同じような対応をしてい

ただくように努力してください。

藤田委員 基本的なところを教えていただき

たいんですけども、不登校の児童生徒の状況

で、２８年度で、不登校のうち出席日数がゼ

ロの者という方が４５人おられますよね。こ

の子たちは進学せずにもう１回同学年に残る

ということになるんでしょうか。

宗岡学校安全・安心支援課長 原級留め置き

という制度もございますけれども、学校に来

られないということでありましても、何らか

の判定のための定期テスト等も行うようなこ

とを家庭でしながら、進級の判定をしている

と考えております。詳細に把握はしておりま

せんけれども、原級留め置きでおる子どもと

いう状況は今のところ聞いていません。

藤田委員 不登校になっている児童生徒さん

が２８年で１，２３３人ですね。不登校のま

まで、例えば、中学３年生で卒業された方が

何名ぐらいおられて、その方々がその後、高

校に進学しているのか、若しくはそのまま不

登校、ひきこもりの状態になっているのかと

いうのはデータ的にどこかで分かるものがあ

るんですか。
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宗岡学校安全・安心支援課長 調査について

は市町村の教育委員会、そして学校から上げ

ていただいておりますけれども、数字のみで

上がってきておりまして、個別の子どもの名

前等については調査対象となっておりません。

現在、そこのところが私ども課題と捉えてお

りまして、市町村の教育委員会と個別具体の

子どもさんの今後の後追いを見たいというこ

とで協議していますが、どうもその個人情報

の関係で非常に難しい部分が今ありまして、

そこについてはちょっと努力をしているとこ

ろであります。

藤田委員 いわゆるひきこもりの対策、若し

くは未然防止という観点でとても重要な部分

だと思うんですよね。是非関係各部局と連携

して、個人情報の問題もありますけれども、

もっと突っ込んで現状の分析と現状把握に努

めていただきたいと思います。

馬場委員 ５ページに高校における中途退学

の理由別人数の中で、中途退学者数は前年度

に比べて減ってきていると思うんですけれど

も、進路変更が２７年度２２３人、２８年度

１６４人で、この進路変更をした理由とかい

うのは、どういう形での進路変更になるの。

宗岡学校安全・安心支援課長 高校の場合は、

子どもが望んで受験して高校に行くんですけ

れども、入ってみて、どうもこの学校は自分

に合わないということで、途中で退学をして

違う高校に編入し直すというようなことが理

由です。

馬場委員 退学して進路変更……。一遍辞め

ていくのか、それとも、そこに転校というよ

うな形をするのか、その中は分かるんですか。

宗岡学校安全・安心支援課長 ここの数字は

中途退学ですので、全員が１度学校を辞めて

います。

馬場委員 それは学校を退学して行ったとい

う。

宗岡学校安全・安心支援課長 そうです。

堤委員外議員 小中学校と高校で、やっぱり

無気力、不安で不登校になるというのが結構

多いのね。そういうのは隠れている病気、発

達障がいとか、いろんな問題の可能性もある

んだけど、そこら辺の対策と、あと「左記に

該当なし」というのは家庭と学校以外に何か

理由があると思うんだけれども、ちょっとそ

れだけ教えていただければ。

宗岡学校安全・安心支援課長 今議員が言わ

れたように、本人に係る要因というところが

様々あるわけですけれども、その中で、無気

力、不安というところについては、いわゆる

魅力ある学校づくりと、若しくは授業改善等

を含めて、そこを真剣に取り組んでいくとい

うことが一番だろうと対応としては考えてお

ります。

「左記に該当なし」という項目が、２８年

度、今回の調査から新しくできたわけですけ

れども、文科省の方針としてなぜ作ったのか

ということで、御覧になると分かるように昨

年度まではなかったので、学校で保護者や子

どもと話をしながらどこに原因があるのかと

探って、昨年までは複数回答ですけれどもい

ずれかに当てはめていたと。そうすると、確

度という点でちょっと曖昧な部分があるとい

うことで、どの分類にも入らないものを「左

記に該当なし」と作ることによって、この学

校や家庭からの状況の確度を上げるというこ

とでここにつけ加えました。そして、ここの

部分は、学校、家庭に係る状況に当てはまら

ないものということで、さっき言われました

ように本人の特性、あるいは無気力であり、

学校に行く気になれないといった部分や、あ

るいは学校、家庭以外に居場所を求めて、非

常にそちらにいる方が楽しいというようなこ

との理由といったものも「左記に該当なし」

ということで上げるようにしています。

吉冨副委員長 ほかに御質疑もないようであ

りますので、次の②の報告をお願いします。

後藤特別支援教育課長 説明資料の７ページ

をお開きください。

第三次大分県特別支援教育推進計画の案に

ついて御説明申し上げます。

現在進行中の第二次大分県特別支援教育推

進計画は、本年度で終了いたします。そこで、
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本年４月、学識経験者や保護者の代表、障が

い者団体の代表等の２４名の外部の委員から

成る第三次大分県特別支援教育推進計画検討

委員会を設置し、次期計画についての審議を

お願いいたしました。

上段の４月２７日から１１月８日までの経

過でお示ししておりますのは、主な審議経過

です。１１月８日には、審議内容が大分県に

おける今後の特別支援教育の在り方としてま

とまり、報告書として答申いただきました。

次に８ページを御覧ください。

こちらはその報告書の概要です。報告書で

は、主な内容として、１番の①、白マルの四

つ目、小・中学校等、高等学校における特別

支援学校教諭免許状保有率の向上が、またそ

の下の②にありますが、特別支援学校でも同

様の内容が必要と述べられました。

９ページをお開きください。

教育環境の整備としては、１の①の一つ目

の白マル、障がい種ごとの教育充実を見据え

た学校の在り方の検討と適切な再編、続いて

その下の②になりますが、知的障がい特別支

援学校の在り方の二つ目の白マル、大分市内

の大分支援学校、新生支援学校の教室不足に

ついては、抜本的解消策を検討などが挙げら

れています。

この大分県における今後の特別支援教育の

在り方（報告書）を受けて、大分県教育委員

会として第三次大分県特別支援教育推進計画

を策定したいと考えております。現在、その

案についてパブリックコメントを実施してい

るところです。

それでは、第三次大分県特別支援教育推進

計画（案）につきまして、概要版を使って御

説明いたします。

１０ページをお開きください。

基本方針を「障がいのある子どもの自立や

社会参加に向け、一人一人の教育的ニーズに

応える物的・質的環境を整え、インクルーシ

ブ教育システムの構築をめざす」としました。

そして、方策の柱は、１の「障がいのある子

どもの学ぶ権利を保障する教育環境の整備」

と、中ほどになりますが２の「特別支援教育

の充実に向けた教職員の専門性の向上」の二

つとしています。

まず、１の教育環境の整備について御説明

いたします。④盲学校・聾学校・別府支援学

校本校・鶴見校・石垣原校における障がい種

ごとの教育充実を見据えた適切な再編整備、

⑤知的障がい特別支援学校における運動場等

の狭さや教室不足の解消、⑥進路希望達成に

つながる教育を行う新たな教育環境の整備な

どを掲げました。

また、２の専門性の向上では、⑨にお示し

しておりますが、必要最低限の専門性を担保

するという意味で特別支援学校において、特

別支援学校教諭免許状保有率の１００％を目

指し、原則、特別支援学校在勤２年以内に取

得としています。小・中学校等においても市

町村教委と連携して取り組み、保有率を向上

させたいと考えています。

そして、⑬全ての教職員を対象とした研修

として、エリア別に特別支援教育コーディネ

ーター全員を対象に研修を実施し、各学校で

コーディネーターによる校内研修を行います。

また、大分大学教育学部附属特別支援学校を

活用した体験的研修の実施なども計画したい

と考えております。

なお、第三次推進計画の期間は平成３０年

度から３４年度の５か年です。

元吉委員長 以上で説明は終わりましたが、

質疑等はございますか。

堤委員外議員 特別支援学校の司書の関係ね。

半分ぐらい司書の配置があるんだけれども、

今後この計画の中で、司書の位置付けとか、

そういうのは何か具体的にあるんですかね。

今後ないところは設置するとか、そういうの

はありますか。

後藤特別支援教育課長 司書の配置について

は、また関係課と協議をして検討を進めたい

と思っております。

なお、お手元に推進計画の案の冊子をお配

りしておりますので、またそちらもお読みい

ただければと思います。
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堤委員外議員 盲学校の重油が漏れた件、あ

れもうそろそろ終わるかな。抜取りとかをし

ていただくと、そこら辺を一つだけ教えて。

森﨑教育財務課長 重油については、今年度

から２か年かけて行い、きれいな土に替える

ようにしております。今年度は盲学校側、来

年度が金池小学校側の予定でやっておりまし

て、２か年で重油による汚泥土をきれいな土

に替えるという作業を今やっているところで

ございます。

堤委員外議員 なら、ほとんど今現在は影響、

土の入替えをすれば、もうほぼ１００％回収

という認識でいいのかな。

森﨑教育財務課長 きれいな土に完全に入れ

替えてしまうという認識でございます。

元吉委員長 ほかに御質疑もないので、次第

の③の報告をお願いします。

井上体育保健課長 説明資料の１１ページを

御覧ください。

竹田高校剣道部に係る住民訴訟について、

判決が確定しましたので御説明します。

中ほどの４の一審判決につきましては、被

告は元顧問に対し、１００万円及びこれに対

する平成２５年５月２日から支払済みまで年

５分の割合による金員を支払うよう請求せよ

というものでございました。

この判決に対し、福岡高等裁判所に控訴し

ましたが、平成２９年１０月２日に控訴審の

判決が出ました。

その内容は、５の二審判決の（１）主文に

ありますとおり、本件控訴及び附帯控訴をい

ずれも棄却するというものでした。

６の判決後の対応等につきましては、

（１）対応にありますとおり、上告は行わな

いこととしました。

その理由といたしましては、事実認定の争

いは控訴審までであり、重過失がないとの当

方の主張が再度受け入れられなかったことを

考慮すると、これ以上、訴訟を継続すること

は困難であると判断したことによるものでご

ざいます。

（３）にありますとおり、平成２９年１０

月１７日に判決が確定いたしました。

なお、元顧問に対し、確定判決に基づく請

求を行い、平成２９年１１月２８日に遅延損

害金を含む１２２万８，９０４円が納付され

ました。

元吉委員長 以上で説明は終わりました。質

疑はございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

元吉委員長 質疑等もないので、④の報告を

お願いします。

法華津教育人事課長 それでは、説明資料の

１２ページをお開きください。

大分県公立学校教員育成指標の策定につい

て、御説明します。

教員育成指標につきましては、本年４月１

日に施行された教育公務員特例法の一部改正

に伴い策定するものであります。

策定の趣旨は、大量退職・大量採用の影響

により経験の浅い教員が増加する中、教育課

程・授業方法の改革への対応を図るため、教

員の資質向上に係る新たな体制を構築するも

のであります。

１３ページを御覧ください。

指標は県教委及び県内の教員養成大学、市

町村教育長会、全ての校種の校長会で組織い

たします大分県公立学校教員育成協議会での

協議を経た上で、１０月２４日、県教育委員

会で決定いたしました。

説明資料の１４ページを御覧ください。

教員育成指標の概要について、御説明いた

します。

指標は、下段に記載しています求められる

教職員像を育成のベースとした上で、表頭に

ある第０ステージから第４ステージのキャリ

アステージに応じて育成を図ることとしてお

ります。

第０ステージ（養成期）については、大学

での養成時期を、第１ステージ（基礎形成

期）は教諭として採用された時期を、第２ス

テージ（発展期）は、教務主任、学年主任等

の主要主任の時期を、第３ステージ（充実・

深化期）は学校マネジメントの中核を担う主
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幹教諭・指導教諭等の時期を、第４ステージ

（円熟期）は校長・教頭等の管理職、エキス

パート教員としての時期を想定しております。

次に、左の表側につきましては、教職とし

ての素養、教職の実践の観点から資質・能力

について整理をしております。

また、一番下の教職の実践、組織としての

学校を支えるマネジメント力として、第２ス

テージ（発展期）以降については、現在、本

県で進めております芯の通った学校組織を意

識した取組を指標に取り入れたところであり

ます。

今後、法律にのっとり、この指標を踏まえ、

３０年度の教員研修計画を策定することとし

ております。

元吉委員長 以上で説明は終わりましたが、

質疑、御意見等はございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

元吉委員長 それでは質疑等もないので、こ

れで諸般の報告を終わります。

この際、何かありませんか。

岩武教育次長 先ほどの不登校と中途退学の

ところでちょっと補足説明があるんですが、

よろしいでしょうか。

元吉委員長 はい。

岩武教育次長 先ほど委員から御質問があっ

た件で、資料の５ページになります。

５ページの一番下の欄の高等学校における

中途退学の理由別人数というところで、進路

変更が１６４人ということで、この数につい

て質問がございました。ちょっとこれを補足

説明させていただきます。

中途退学する主な理由としては、家庭のい

ろんな事情とか個人的な事情もあるんですが、

例えば、学科が合わないということで学科を

変えるという場合、それから、不登校等の理

由で全日制の高校が難しいので、例えば、通

信制の爽風館高校に変わるというような例が

ございます。

特に、先ほどもありましたがなかなか学校

に行けない、出席日数がゼロに近いとかいう

子どもについては、全日制の高校ではちょっ

と難しいので、爽風館高校の通信制に行こう

という子が結構多うございます。爽風館の場

合、１日も学校に行っていない、つまり単位

数がゼロの子については、爽風館が単位制と

いう関係から、一旦全日制の高校を退学して、

爽風館に入り直すという形を取るものですか

ら、その分のカウントもこの１６４人の中に

入っていると考えていただければと思います。

そういうことで、１６４人が本当に完全に中

途退学してよそに行ってしまったということ

ではなく、通信制へのつなぎという数もかな

り含まれているということでございます。

元吉委員長 ちなみに爽風館に去年の実績で

どのくらい行っているんですか。

岩武教育次長 爽風館に退学して行った子で

すか。済みません、ちょっと今。

阿部委員 ついでに、せっかくそういう話が

出たんで。

子どもたちが、自分がついていけないから

とか、自分がどうだからこちらに行こうなん

ていう判断は多分できないと思うんですよね。

そうすると、先生が「君はもうこういうこと

だから、通信の方に行ったらどうだ」という

指導をしているんじゃないかと推測するんだ

けど、そのときに素直に、「ああ、そうです

ね」という論理になるのか、そこで挑発的に、

「もうこれ以上居ても通用しないよ」とか、

「居れないよ」というようなことがないよう

にしておるとは思うんですけど、そこのとこ

ろはどうなんですか。よく納得して、「自分

の環境がこうだから、それならそっちに行っ

て頑張ろうか」というところまで指導しない

と、ただ、こげえ言っちゃ悪いけど、「いて

も困るから、君はもうこっちに行け」とかい

うことじゃないと思うんですけど、そういう

ことにならんように、そこは気をつけないと、

そこから逆の方向に進んでしまいかねないん

じゃないかなという感じがするんだけどね。

岩武教育次長 やはり進路変更をする場合、

それから仮に全く出席していなくても、もう

１年留年してでも頑張ろうという子もおりま

す。子どもにとってどういう形がいいかとい
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うのは、かなり時間を掛けて生徒、保護者と

話さないと結論が出てきませんので、そうい

う不登校状態になってから、進路変更という

結論が出るまではかなりの時間が掛かります。

なかなか結論を出せない場合もあります。そ

こは粘り強く学校が子どもにとってどういう

形が一番いいかということを生徒、保護者と

きちんと話していくようにしておりますし、

また、今後そういうことが徹底されるように

していきたいと思います。

阿部委員 特に、私は前々から言っていたん

ですけど、上野丘、舞鶴とか、そういう進学

校におる子どもたちというのはある程度目標

を定めてずっと行っているんだよね。ところ

が、そうでない子どもたちの不登校とかが多

いんですよ。だから、いろいろ先生方から進

路指導、生活指導をしなくても、もうぴしっ

と自分で定めている子どもたちと、そうじゃ

ない子どもたち、そのそうじゃない子どもた

ちにどう目を向けていくかというのも大事な

ことになってくると思うんですよ。そこのと

ころは期待していますから、よろしくお願い

します。

岩武教育次長 分かりました。おっしゃると

おりだと思いますので、しっかりやっていき

たいと思います。

姫野高校教育課長 今データを持ち合わせて

いないので、また後で。

元吉委員長 ほかにないようですので、これ

をもちまして教育委員会関係の審査を終わり

ます。

執行部はお疲れさまでした。

〔教育委員会、委員外議員退室〕

元吉委員長 それでは内部協議を行いたいと

思いますが、まず閉会中の所管事務調査の件

について、お諮りいたします。

お手元に配付のとおり、各事項について閉

会中の継続調査をしたいと思いますが、御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

元吉委員長 御異議がありませんので、所定

の手続を取ることにいたします。

次に、県内及び県外の所管事務調査につい

て、事務局から説明させます。

〔事務局説明〕

元吉委員長 ただ今説明させたとおり、県内

調査についてはこの委員会終了後、午後１時

から、県外調査については、お配りの行程表

のとおり、来年１月２４日及び２５日の日程

で実施したいと思いますが、よろしいでしょ

うか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

元吉委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

なお、県外調査については、今後調整が必

要な事項があれば、委員長に御一任いただき

ますので御了承ください。

また、来年度、新しい体制になってからの

ことではありますが、例年５月に実施してい

ます県内調査先の提案があれば、事務局にお

知らせいただきたいと思います。

最後に、ほかに何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

元吉委員長 別にないようですので、これで

委員会を終わります。


